
「制度骨格に係る論点等に関する選択肢の整理」（ワーキンググループ報告）等についての委員会等でのこれまでの議論（未定稿） 

 
※ 「制度骨格に係る論点」（平成21年9月21日に報告）及び「制度骨格に付随する論点等」（平成21年10月16日に報告）、「制度骨格に係る
論点等に関する選択肢の整理」（ワーキンググループ報告）及び「協約締結権を付与する職員の範囲の拡大に伴う便益及び費用について」（平
成21年11月27日）についての委員会での意見、ペーパーで提出された意見、ワーキンググループにおけるヒアリングでの意見を、議事概要
等を基に事務局で論点別に分類した。 
なお、読みやすさの観点から、会議資料のページの指定に関する部分等の発言を適宜修正した。 

 

全体的な意見 

○ 全体の印象からすると、幅広い選択肢を整理するという域を超えて、一定の方向に結論を集約しようとしている印象を受ける。また、詳細すぎるのではないかという印象も持

っている。 

 

○ 基本法１２条で自律的労使関係を作るのだと、現行国公法･地公法上の一般職の公務員について自律的労使関係制度を措置するということが大目的でそのための検討というの

であれば、一番重要な論点の一つは、公務の世界でも権限と責任のある使用者機関を作るということは憲法原理等から理論的に現実的に可能なのかということが大前提として確

認されなければならない。これは、高橋委員からも、公務員の世界にあっても権限と責任を有する使用者機関を設立することは、理論的にも現実的にも可能であるとのいうご意

見を頂いて、その上で様々な議論が行われていることを確認すべき。したがって、この検討委員会の目的を考えた場合には、可能な限り労使自治の枠を広げるという考え方から

この先の議論がなされなければならない。制度設計を行う際、公務員労働者に対する著しい不信感があるように感じるが、社会人一般としての常識を公務員は有しているという

前提で議論していただかなければならない。あるいは労働組合が置かれている時代状況の変化、労働組合に対する社会意識の変化を踏まえて制度設計を行う必要がある。 

 

○ ワーキンググループ報告書については、とり得る選択肢を示していただいたが、これ以外にもとり得る選択肢はあるということを意見として強く申し述べさせていただきたい。 

 

○ 労使関係制度の骨格の検討にあたっては、公務員と民間労働者との位置づけの違いを十分念頭に置くことが重要であると考える。新見市長の御意見でも触れられていたように、 

・ 憲法に規定するように公務員は「全体の奉仕者」であること 

・ 公務員給与の財源は、原則として国民・住民の税金で賄われていること 

・ 公務員制度は国民・住民（及び国会・地方議会）の理解を十分に得られる制度でなければならないこと 

という点に常に立ち返ることが必要である。特に、地方公共団体は住民に身近な行政サービスを提供する行政体であり、住民の理解、そして住民の代表者である地方議会との関

係が直接的に問われるところである。私自身、一市長としてこのような責任を日々実感しているところである。 

 

○ 地方公共団体は多様であり、今後の制度のあり方の検討においては、団体規模等に配慮した制度設計についても検討が必要であると考えている。 

 

○ 公務員の労働基本権を考える際、議会との関係が重要であること、勤務条件の決定に際して、基本的な制度の統一性や具体の水準に関する民間・他の公共団体との比較が必要

であることなどについては、この委員会で重ねて意見を申し上げてきたところであり、繰り返しは差し控えたいと思う。ただ、地方公務員の労働基本権について考えるとき、特

に、住民との距離の近さ、地方自治制度の特徴、そして多様な地方の行政運営について重ねて留意すべきである。 

・ 地方自治体、特に市町村は、日々の業務で直に住民と接している。職員一人ひとりから首長まで、常に住民から、その仕事ぶりや処遇に厳しい視線が注がれていることを忘

れることはできない。労使の交渉や結果に対する住民の目があり、議会、住民の理解を得るための説明が必要であって、交渉当事者だけで話が終わらないことが重要な点だと
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思う。 

・ また、国と異なり、地方自治体は執行機関が一つに束ねられているわけではない。教育委員会などの委員会は、それぞれ独立性の高い責任を負っている。共通事項について

の調整は当然として、それぞれの執行機関の責任者が労使交渉の場で責任をきちんと果たすのが基本と考える。 

・ 団体の種類や規模、職員数や職種、機関や組織が極めて多様である地方自治体では、労使関係についても多様な状況が見られる。地方公務員制度の基本的な部分の統一性が

必要な反面、地方自治の理念の下、各自治体が議会への付託を通じて勤務条件の決定について自ら責任を持つことも重要である。地方公務員制度を考えるときには、この統一

性と多様性をともに確保する方策が重要と実感している。 

 

<参考：ワーキンググループにおけるヒアリングでの意見> 

 

○ 議論の前提として、①公務員は全体の奉仕者であること、②給与の財源は、原則として税金で賄われていること、③地方公共団体は住民に身近な行政体であり、特に住民の理

解、地方議会との関係を考える必要がある。 

 

Ⅱ 制度骨格に係る論点 

１ 制度骨格の議論に当たっての基本的な視点 

○ 制度骨格の議論にあたっての基本的な視点、勤務条件の決定における国会の法律による関与等に関して記述されている事項について、このようなアプローチだけでは、求めら

れているテーマに対する解に近づきがたいのではないか。これまでの議論では、大きな論点として「現行の国家公務員法を建前とした現行公務員制度に問題があるのか」、「国

家公務員法に規定されているとおりに現実は運用されておらず、運用と法制度に乖離が生じている。したがって、運用実態が現行法どおりにおこなわれていないことに問題があ

るのか」「運用実態は歴史的に形成されているので、それに合致した法制度に変える必要があるのか」、「法制度も運用実態も時代の変化に合わせて代えるべきなのか」という

論点がある。改革論議をするにあたり、どの立場に立つのかがはっきりしないと、求められている改革案をまとめるためには妥当性を欠くのではないか。 

 

○ 「制度骨格の議論に当たっては、労使合意を基礎としつつ」とあるが、労使合意に基づく勤務条件決定の仕組みを検討することが必要。言葉の一つ一つに深い意味を付与させ

て議論するということが無かったわけではないのでこだわっている。また、「憲法第１５条の示すとおり、究極の使用者が国民であって」とあるが、憲法１５条を読んでも論理

的にはそのようには帰結しない。憲法１５条を引用するのであれば全文を引用すればよい。このように書いてある意図は、あたかも公務にあっては自律的労使関係、権限と責任

を有する使用者が成立しにくい、しえないイメージがある。 

 

<参考：ワーキンググループにおけるヒアリングでの意見> 

 

○ 基本的な視点として、①議会制民主主義等の憲法上の制約から、勤務条件は、法令により定めることが適当、②成績主義の原則等から、同じような官職に任用された職員の給

与が所属職員団体により異なることは不適当。また、勤務条件が職員団体により異なることは国民の理解を得ることが困難。このため、勤務条件の統一性を制度的に確保するこ

とが必要である。 

 

２ 勤務条件に関する国会の法律による関与 

○ 「労使の合意を基礎として」と記載されているが、「労使の合意により」となぜなっていないのか。「近代公務員制度の原則を満たすものとならなければならないことはいう

までもない」と記載されているが、Ａの区分（憲法上の要請等による公務員制度の基本原則（理念））には憲法上の要請だけではなく、現在の国家公務員法に記述されているこ

とを含めた「近代公務員制度とはこのようなものだ」というワーキンググループの判断があって、ここに持ち込まれている。例えば、平等取扱原則は憲法上の規定であり、公務
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員だけではなく、日本国内の様々な行為に貫徹されなければならない。成績主義の原則はおそらく皆が賛成するだろうが、実態はどうなっているのか。この原則に基づいて指定

職の人事はおこなわれているのか。指定職のポストに平等に機会が保障されているのか。「成績主義の原則は交渉事項ではない」という抽象的な概念からロジックを展開してい

って、「公務員の場合には本来内在的に自律的労使関係が成立する条件がそもそもない」という結論に帰結しかねないと危惧する。例えば、職務給の原則についても同じであり、

職階法に基づき、職階制度は貫徹されたのか。現状では職階制度の確立も放棄され、給与法は給与準則に基づいて実施することで代替しているのが現実である。俸給表という言

葉自体についても違和感があり、ベテランの係長が補佐よりも受ける給与総額が高いことが現に起きている。これが間違っているというのではなく、職務給の原則という抽象的

な言葉の実体と、その言葉を概念規定してロジカルに演繹していった場合の結論として、相当大きな開きが出てくる可能性があるのではないか。かつては一般職公務員にも争議

権や交渉権が与えられていた経緯があり、憲法上、そのような権利を与えることは不可能ではないと私は考える。民間労働者と可能な限り類似した労使関係制度を設計しようと

思えば、法律・制度的にはどのようなことをクリアしなければならないのか、あるいは国営現業の林野職員と同じような労使関係を設計しようとすれば、どのような制約条件が

あるのか。憲法上の制約とどのように折り合いをつけるのか、という具体的な自律的労使関係制度のあり方から、それを実現するためにはどのような法的整理が必要なのか、と

いうアプローチがないと、論理的な演繹の結果、現在の公務の労使関係制度よりもさらに詳細に法的な規定をしなければいけないかのごとく思ってしまう。成績主義や職務給の

原則について、 初から労使交渉上の枠に入らないとしているのか、近代公務員制度の基本原理というのはどのような意味で言っているのか。 

 

○ 成績主義原則や情勢適応原則とか職務給原則をＡ区分やＢ区分の例示として挙げているが、勤務条件の管理を行うとき、あるいは労使関係を考える上で、Ａの「基本理念とは

何か」ということを労使がお互いに共有しなければならないし、Ｂの勤務条件を決定する原則は、国民にも理解してもらわなければならない。ただ、そこで原則が決まっても実

際の適用にはかなり幅がある。民間企業においても、理念や原則があり、それにより具体的な仕組みを作っているがそこには幅がある。労使で交渉しながら具体的に決めていく

とした場合にも、一番 初のベースがないといけないだろうということで、「理念、原則」 後に「適用」と区分している。我々としては成績主義の原則が決まっても、適用の

段階で幅が全くないとは考えていない。具体的にはＣが「適用」になるが、実際にはＣの区分の選択肢には①、②、③があると考えている。国民に理解してもらうことと、労使

がお互いに共有すべき理念・原則はしっかりと持つ必要がある。そこで、Ａ、Ｂはしっかりと法律で規定しておいて、Ｃについては①、②、③があるという仕掛けが良いと考え

たものである。Ａ、Ｂに何が入るかはここでは例示として記載しており、Ｂについてはグレーゾーンがかなりあると考えている。何をＢ、Ｃに持っていくかは、具体的に設計を

していく際には重要になる。例えば、公務員においては勤務条件の統一性の原則が非常に重要なので、例えばＢに入ることも考えられる。この区分は、何を交渉事項とするか、

という制度を設計するときのフレームワークとして考えている。 

 

○ 統一性の原則という話があったが、能力実績主義による評価により、同じポストであっても、能力、勤務実績に応じて給与を変えるということが行われている。抽象的な理念

としての統一性の原則はそのような給与制度を受容し得るのか。もしあり得るならば、民間における労働協約と同種のものを公務員において締結したからといって、直ちに統一

性原則に反するという帰結にはならないと思う。また、「公務員の究極の使用者が国民である」ことをどのように理解すればよいのか。「公務員の場合は、民間の使用者と同様に

使用者権限と使用者責任を持った機関を確立することはできない」という意味で言っているのか、「使用者権限と使用者責任を持った機関を確立することはできるが、公務員の

場合は全体の奉仕者とする関連で究極の使用者が国民である」と言われているのか。「究極の使用者は国民である」という表現が、全体を深く貫いていると読み取るが、ワーキ

ンググループとしてはどのような意味で考えているのか。 

 

○ 自律的労使関係ということを考えれば、交渉主体として使用者機関を決めることは矛盾していない。「究極の使用者は国民である」というのは、国会できちんと決める事項が

あるということである。説明責任の観点も必要であると考える。 

 

○ 国会との関係で法律で定めなければならないということについては、憲法上の要請もあるだろうが、近代公務員制の原則によるものもあると考える。成績主義の原則について

は、諸外国においてもスポイルズシステムを採るのは適当でないとされており、それを法律で確認する必要がある。このことについて異論はないと思う。成績主義の原則につい

て、諸外国でも運用はいろいろとあるが、現行の制度を変更してはいけないということではない。Ｂ（勤務条件決定の枠組み（原則））が①である点について、例えば、キャリ

アシステムを変更することについては労使だけで決められる話ではないと考えている。労使を含めて、国会の付託を受けた行政の中で幅広い検討をすることがふさわしいと思う。
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そして究極的にそのあり方を決定するのが国会であると思う。 

 

○ 憲法上の要請から「労使だけで決めることはいけない」ということはおっしゃるとおりである。一定の範囲については議会の承認や法律事項としなければならないことははっ

きりしている。「労使だけで決めれば国会の関与は必要ない」と誰も主張していない。議会制民主主義では内閣で決めたことは国会を通すことが可能であることが前提であり、

使用者として、組合と交渉し使用者側が妥結した内容は、法律が必要であれば国会において法律として通すことが可能であると判断する権能を持っているはずである。したがっ

て、そのような権能を持った使用者機関をつくるのであれば、そこでの交渉事項の範囲をできるだけ広くしても、制度原理的に齟齬をきたすものではない。 

 

○ ここでは交渉事項ではなく、協約締結事項としていることをご理解いただきたい。 

 

○ 統一性原則についてであるが、民間の場合には、現実には勤務条件が統一されていることが多いが、法の枠組みでは組合並存主義であり、全く同じ職種で同じ仕事を仮にやっ

ていたとしても、法の理論上はＡ組合に属するか、Ｂ組合に属するかで労働条件が大きく変ってもかまわないことになっている。このような仕組みを公務員制度に導入した場合

に本当に理解を得られるのか、という観点から議論をしたのであり、それを金科玉条として硬直的に考えているものではない。 

 

○ 勤務条件については、国会の適切な関与が不可欠であり、公務員の勤務条件は法律、あるいはそれに基づく政令以下の下位法令で定めることが原則である。その上で労使合意

を基礎とする勤務条件決定システムと調和させる仕組みを検討することが適当であると考える。 

 

○ 住民に身近な地方公共団体においては、施策の決定にあたり住民・議会への説明責任を果たし、その理解を得ることが極めて重要である。行政運営の基本にかかわり、住民の

関心が高い給与・勤務時間・休暇などの勤務条件については、労使間の合意だけで決定するのではなく、条例や予算の審議などを通じた議会の承認を経て決まるべきものと考え

る。その意味からも、地方公務員制度の根本基準や大枠は法律で定めるべきであり、その上で、具体の勤務条件については、各地方公共団体において議会の審議により決定され

た条例に基づくべきである。 

 

○ 勤務条件について条例でどこまで詳細に定めるべきかという点に関し、当市の議会では、現在、条例事項となっている項目については、給与構造改革に伴う給料表の見直しを

はじめ、基本給や手当の種類や額などについても重要な関心事項となっている現状がある。自治体の厳しい財政状況や、自治体行政に対する住民及び議会の厳しい目を考えると、

現状において法律・条例で規定されている勤務条件の内容について、仮に労使間の合意のみで決定されるような制度設計を検討するならば、国民・住民の理解を得ることはなか

なか難しいのではないかと考える。 

 

<参考：ワーキンググループにおけるヒアリングでの意見> 

 

○ 地方公共団体においては、住民への説明責任を果たし、住民の納得・理解が得られるかが極めて重要であり、労使間で決めたとしても、議会との関係がなければ、住民の納得

は得難い。地方公務員制度については、大枠を法律で定めるとともに、各地方公共団体の勤務条件（例えば、給与や手当の種類や額、勤務時間及び休暇）は、議会の審議により

決定された条例に基づくべき。 

 

○ 公務員制度の基本原則や勤務条件決定の枠組みについては、労使の合意で変更すべき性格でなく、協約事項でないとすることが適当である一方、具体的な勤務条件は協約事項

とすることが可能。公務員の勤務条件は納税者である国民一般の理解と納得が得られるものである必要があること、また、公務員制度の基本原則の実現等を法制度上担保する必

要があること等の理由から、具体的な勤務条件についても法定する選択肢Ⅴが適当。独法類似の制度設計については、廃止・民営化を含めた業務・組織全般の定期的見直し、企

業的経営手法による業務・財務運営等の特色を有する独立した経営体としての独立行政法人の職員とそもそもの前提を異にする国の行政機関の非現業職員について同列には論じ
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られないこと、他方、特定独立行政法人職員の給与、勤務時間等については、給与法や勤務時間休暇法の適用を受ける国家公務員の給与、勤務条件を考慮するものとされており、

明確な拠り所があること等について十分留意が必要。 

 

○ 議会による民主的な統制が必要である。 

 

○ 憲法第28条の権利保障を 大限に実現する立場で議会制民主主義、財政民主主義の制約を考えるべきであり、「平等取扱いの原則」「成績主義の原則」が法定の対象か。「情勢

適応」「職務給の原則」「俸給表を定めること」等は憲法原則ではなく、立法政策。協約締結権を付与し、自律的労使関係を確立する観点から、詳細法定主義につながるような勤

務条件決定の仕組みは選択肢たり得ない。したがって、ＷＧには選択肢のⅠ、Ⅱ、Ⅲの中から選択肢を提示してほしい。また、「法定事項かつ協約事項」という整理は、協約を

単なる労使合意とするものではないか。 

 

○ 議会は、公務員の労働条件の基準ないしは大綱的な事項について決定し、その枠内で労使自治による労働条件決定をゆだねることは、憲法第 27 条２項もあり、憲法上の問題

は生じない。予算措置が伴う労働条件については、その他のものよりも国会の議決事項が詳細となることも想定される。 

 

<補論：具体的な勤務条件（Ｃ区分）の法定事項・協約事項への当てはめの基準について> 

 
○ 「国民の行政サービスの提供に大きく影響を与えるもの」というくだりがある。これはスト権を付与する場合についての議論では理解できるが、交渉権を議論しているときに

国民の行政サービスの提供に影響があるかないかということは違う次元の話。このような区分けの意味が分からない。例えば、電力労働者はスト規制の対象にはなっているが労

働三権は与えられている。国民に対して破壊的な影響を電力会社は持っているが労働三権を与えられることに問題はないのに、ここでどうして国民の行政サービスの提供に関わ

る云々という整理ができるのか、できるだけ広い労使自治を保障するということとは平仄があわない。勤務時間は極めて重要な勤務条件であって、勤務時間について交渉できな

いのであれば労働組合とは何なんだということになる。 
 

○ 「公正で能率的な公務の遂行を担保するもの」とあるが成績主義の原則や職務給原則は交渉になじまないとなっているが、現行の国公法に書かれている原則であり、国公法を

変えることはあり得る。どういう給与制度を設計するのかは重要な勤務条件であり、当然交渉の対象にならなければならない。ただ、交渉だけで済むのではなくそれを踏まえて

法定することは十分考えられるが、このような整理は妥当ではない。 

 

○ 下記の観点を踏まえれば、一般職の職員の給与に関する法律や一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律に規定されているような「具体的な勤務条件」については、基本

的には、「法定事項かつ協約事項」と整理しつつ、法定しない理由について合理的な説明が可能である事項は、「法定事項でなく協約事項」と整理するアプローチもあり得るので

はないか。 

① 給与等の勤務条件は、人材の確保に影響を及ぼし、ひいては行政サービスの質を左右すること、 

② 公務員の給与は税収によって賄われるものである以上、その勤務条件は納税者である国民一般の理解と納得が得られるものである必要があること、 

③ 国家公務員は、国家公務員法により、国民に対して職務専念義務を負っており、職務専念義務が課される勤務時間や職務専念義務が免除される休暇等については、法令によ

り定められる必要があること、 

④ 勤務時間、休暇等は行政サービスの水準等と密接に関わること、 

（参考）平成20年12月11日衆議院総務委員会「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議（抄）」 

四 勤務時間の短縮に当たっては、これまでの行政サービス水準を維持し、かつ、行政コストの増加を招くことのないよう、公務能率の一層の向上に努めること。 
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⑤ 具体的な勤務条件まで法定することにより、公務員制度の基本原則や勤務条件の内容を決定するに際しての基本原則の実現等を法制度上担保できること、など 

 

３ 適正な勤務条件であることをチェックする措置 

○ Ｂ案（別途チェックする措置が必要）が示されているが、これでは現在の人事院勧告制度と変わらないのではないか。このような制度設計であれば同意できない。 

 

○ 終的には、協約は法令や予算の範囲内で効力を持つのであり、自律的労使関係で結ばれた協約が適正かどうか、というチェックを第三者が実施することは必要ないと思う。 

 

○ 国会の適切な関与（勤務条件の法定）はもとより、勤務条件の適正性について国民に対して十分な説明責任を果たすためには、民間の労働条件について、国民の目から見て信

頼性の高い調査を実施し、公表することが不可欠。 

 

○ 現在、ほとんどの市町村では、勤務条件について、人事院勧告や人事委員会勧告の内容を参照しながら決定することで、住民及び議会の理解を得ているところ。仮に、人事院

勧告や人事委員会勧告が廃止され、客観的で具体的な指標なしに労使間の合意だけで勤務条件を決定することとなると、地方公共団体における労使関係の度合いや財政力などに

より大きな格差が生じることも予想される。また、民間企業では、再配分可能な利潤の範囲内で賃金水準などを決定することができるが、自治体の場合にはそのような原資を特

定できない。そうなると、自分の自治体の職員の給与が何に照らして適正な制度・水準となっているのかという物差しがなく、関係者全員が困ることになるのではないか。こう

したことから、仮に、労使間の合意による仕組みを設ける場合、適正な勤務条件を担保するには、給与や勤務条件について、全国統一的なルールによる専門的な情報収集・分析

に基づいた何らかの指標が引き続き必要であり、地方公共団体はこれを踏まえながら交渉を行い、 終的には前で述べたように議会の議決を得ることが求められると考える。 

 

<参考：ワーキンググループにおけるヒアリングでの意見> 

 

○ 具体的指標なしに労使間の合意のみで勤務条件を決定すると、労使関係の度合いや財政力などにより、大きな格差が生じることが予想され、住民不信を招くほか、全国的な混

乱も予想される。また、人材確保への影響も懸念される。このため、勤務条件に関する全国統一的なルールに基づいた参考指標が引き続き必要であり、これなくして交渉するこ

とや議会に諮ることは考えにくい。 

 

○ 適正な勤務条件であることを担保するため、国会の関与（勤務条件の法定）及び情勢適応の原則の下での民間の労働条件の調査、公表が必要。 

 

○ 適正な給与・勤務条件とは、民間との関係・比較により担保されるものであり、適正な給与・勤務条件とすべきならば、社会の一般の情勢に適応することを法定化することが

必要。また、何らかの中立的あるいは権威あるかたちで適正な給与・勤務条件を形成するとすれば、人事院及び中労委の機能を見直し、①国会・内閣から独立した公労使三者構

成の、②強制仲裁権限を有し、③民間の給与・勤務条件の調査等に関し高い専門性を有する組織を再構築することが必要。ただし、詳細な民間調査が交渉前置されることは、実

質的な「勧告」ともなり、交渉の自由度を狭めるので行うべきではない。 
 
○ 国民の理解を得られない労働条件では公務への信頼性が揺らぐことが懸念されることなどから、民間の動向の調査、労使交渉の透明化の検討、ルール化は必要。 
  

４ 協約の内容を勤務条件に反映させる仕組み 

○ 勤務の原則はおろか、具体的な勤務条件に至るまで法定することが前提になっているのではないか。詳細法定主義であり、認められない範囲まで行っているのでないか。 
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○ 非組合員の利益保護の仕組みについては、これまで委員会で議論がなされておらず、違和感がぬぐえない。非組合員については、権利を行使していないので、配慮する必要性

があるのか。第三者に意見を聴くことがなぜ必要なのか疑問である。この方向でいくと、労使で決められるものの範囲が非常に狭まっているのではないかと思う。国家公務員制

度改革基本法第12条の精神からすると、これまでの議論が大幅に後退しかねない危惧を持っている。 

 

○ いただいたご意見の中で一番重要だと思われるのは、「協定した内容がどう見ても全体的に法定主義ではないか」ということだが、勤務条件の統一性の確保について、民間の

ように労働条件が違っても良いという前提でいくのか、公務員においては、 終的に制度的に統一しなければいけないという前提でいくのかによって、仕掛けがかなり異なって

くる。統一しなければいけないとすると、協約を締結した後に統一する仕組みにする仕掛けを作らなければならない。統一にする仕組みとして法定もあるかもしれないし、就業

規則もあるかもしれないが、どこに前提をおくのか。ワーキンググループとしては、勤務条件統一性の原則はある幅はあったとしても、原則として維持すべきということを前提

に議論したが、具体的な制度設計をする際に、この原則が非常に重要になってくると思われる。 

 

○ 勤務条件の統一性を制度的に確保することは、国民の理解を得る上からも必要であると考える。 

 

○ 労使間の合意の在るべき姿について、労使間の合意に法的拘束力がない現状においても、職員団体との交渉の結果妥結に至った事項については、当局として 大限実施に向け

責任を持って対応すべきものである。法的拘束力の有無に関わらず、労使間の合意の意味は十分に重いものである。仮に、職員団体が複数ある場合であっても、異なる内容の合

意を締結することは、現状においても考えにくく、自治体の行政を預かる身としては、行政の円滑な執行の面からも望ましいことではない。したがって、内容が矛盾する複数の

協約が締結されることが前提となるような制度設計は適当なものではないと考える。 

 

○ 協約の効力と統一性の確保について、労使間での協約が法律や条例に優先するという制度設計については、国会・議会との関係や国民・住民の理解という観点から、なかなか

困難ではないかと考える。協約を何らかの形で制度として位置づけるとしても、その内容は法律や条例により規定されることで 終的に有効となり、職員に対しても統一的な勤

務条件を保障する安定的な仕組みが担保され、住民・議会の理解が得られるのではないかと考える。なお、案の中では、職員の過半数が入っている職員団体との協約に何らかの

優越的な効果を認めるようにもうかがえるが、勤務条件の統一性は、法律や条例により 終的に担保されるべきものと思う。地方公共団体の中には、複数の職員団体があるとこ

ろもあるが、現状でも、それぞれの職員団体と誠実に交渉を行った上で、給与・勤務条件を決定しているところである。仮に、職員の過半数が入っている職員団体に何らかの優

越的な地位を与えることとなれば、現場に混乱が生じるのではないかと危惧する。 

 

○ 「締結した協約の内容を法令・規程に適切に反映することについて第三者機関の意見を聴取することが考えられるとの意見があった。」との記述があるが、協約が締結されて

いるのであれば、それに従って当局側が責任を持って実行していけばよいのではないか。前回の委員会でも申し上げたが、改めて第三者機関の意見を聴取する必要はない。 

 

○ 「法令」が協約に反してはならないという規定を置くことについて、「立法権よりも、協約が優越することとなり、困難と考えられる」と記載されている点については、法定

事項かつ協約事項が想定されているので、締結された協約の内容によっては、法改正が必要な事項も出てくると想定される。当局が責任を持って法律の改正案等を国会へ付議し、

国会の議決を求めればよいので、そのようなケースが想定される場合の当局側の義務を決めればよいのではないか。 

 

○ 協約の内容を法令又は規程に適切に反映させることを担保する仕組みについて、選択肢の考察においてＡ案やＢ案のように法律上何らかの規定を置くべきであるとしているこ

とについては、そのとおりである。 

 

○ 非組合員等に関して、協約で決定された内容をベースとした勤務条件を適用する際の手続の選択肢の整理については、組合に入れる資格を有していながら組合に加入していな

い職員と、協約締結権がもともと付与されていない職員は区別して考えるべきである。団結権が保障されている中で組合に加入しないことにより結果的に勤務条件の決定に関与
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できなくても、それは本人の選択で権利を放棄しているのであって、特別の手続きを設ける必要はない。そのようなことをすれば団結権の意義を否定し、結社の自由も侵害する

ことになるとも考えられるため、Ａ案（特段の手続を設ける必要はない）とすべきである。 

 

○ 協約締結を行った組合以外の組合職員の意見、あるいは、第三者機関の意見を聞いた結果、締結された協約の内容と異なる勤務条件となった場合には、協約を締結した労使の

自律性を侵害することになるため、職員や第三者機関の意見を改めて聞く必要はない。 

 

○ 協約の内容を法令又は規程に適切に反映させることを担保する仕組みについては、Ｂ案（協約の内容を適切に、法令又は規程に反映する努力義務を法律で当局に課す）が妥当

と考える。 

 

○ 非組合員等の利益保護の仕組みについては、第三者機関の意見を聞いて定めることが基本である。非組合員だけではなく、協約締結権が制限された職員なども想定されること

も含めて考えた場合、Ｃ案（第三者機関の意見を聴く）が適当である。 

 

<参考：ワーキンググループにおけるヒアリングでの意見> 

 

○ 健全な労使関係を築き、住民への説明責任を果たした上で、労使間での合意が果たせる仕組みとすることが必要。また、議会との関係をきちんとすることが必要。労使間での

協約が、例えば、条例に優先するとなった場合、議会との関係はもちろん、住民の理解が得られるのか大きな懸念。また、職員団体に加入していない職員との関係からも問題。 

 

○ 協約の内容を法令により定めることにより職員全体の勤務条件の決定、勤務条件の統一性確保が可能。法令等を制定せず、協約が直接適用され、勤務条件を決定することや協

約の内容を「規程」で定めることについては、①公務員の勤務関係について労働契約を前提とするのか、前提とする場合これまでの公務員法制との関係をどう整理するのか、②

労働契約を前提としない場合、協約にどのように規範的な効力を持たせるのか、法令でない「規程」とはどのような効力を有するか等の点に十分留意が必要。 

 

○ 協約の内容を適切に法令に反映させる努力義務を当局に課す案が適当。 

 

○ 勤務条件の統一性を制度的に確保するため、少数職員団体との協約をベースに全職員の勤務条件が決定されることは不合理であること等から、①過半数職員団体のみに協約締

結権を付与する、又は、②少数職員団体にも協約締結権を認めるが、協約内容を適切に法令に反映させる努力義務を当局に課す協約は過半数職員団体と締結した協約のみとする、

などの方策を講ずるべき。 

 

○ 公務員の任用が行政行為であり、民間と同様に労働協約を通じて勤務条件を決定する構成とはなり得ず、債務的効力しか持ち得ない、とする選択肢しかありえないとすること

には同意できない。公務員の勤務関係には契約的な面もあり、協約には規範的効力を持たせる案も含めて、検討委員会に制度案を戻すべき。全職員の給与・勤務条件を統一的に

扱うべきか否かについては、公務・民間のいずれも勤務条件に統一性をもたせないことや、民間で勤務条件の基本部分について組合ごとに大きく異なる労働協約が締結されるこ

とは、通常ありえないのが実態。 

 

○ 給与・勤務条件を統一的に扱うべきと判断する場合には、これらを法令ではなく規則（等）により定めること、及び当該規則（等）には労働協約の示す内容が反映されるべき

こと、を法で定めることが考えられる。 
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○ 一方に交渉、労使合意というプロセスがあり、他方でそれとは全く異なるプロセス（例えば勧告制度）が存在することは、国民の理解、費用・便益等の面で公務員制度改革基

本法第12条の趣旨にもとる可能性が高い。 
 

○ 賃金、労働時間等の主要な事項（特労法第8条の交渉範囲、民間労使関係での義務的交渉事項）の基準的な事項については、労働条件の 低基準を確保し、公務員の労働条件

の統一性を保つためにも、法令・規程のかたちで具現化せざるを得ない。なお、賃金、労働条件の基準や大綱的な事項などの主要な交渉事項は、法定事項でも協約締結対象とす

べき。労働条件の詳細まで法定せず、任命権者単位での団体交渉を法的に保障すべき。任意的交渉事項や管理運営事項（その範囲は検討が必要）の交渉も否定されるべきでない。

協約の拡張適用は、民間労働法制と同様の仕組みでよい。なお、協約締結権を付与されていない労働者については、第三者機関の意見を聞く等の代償措置が必要。拡張適用すべ

きでない。争議権が制約されるなどの条件の下では、交渉不調の際に第三者機関が関与する調整システムが必要。また、少数組合も含め、すべての労働組合に調整申し立ての権

利を保障すべき。協約締結権が制約される公務員の存在が想定され、代償措置（これらの者の代表の意見聴取と第三者機関の意見申出）の整備が必要。公務員の任免が公法上の

行為としても、政府と公務員の関係を契約関係と位置づけ、合意の当事者に履行の義務が生ずることは当然であり、協約内容を法令に反映させる努力義務を当局に課すことが適

当。少数組合等にも団体交渉権、協約締結権が付与されるのは当然。非組合員は、団結権や団体交渉権を行使しておらず、特別の保護は不要。協約を締結していない組合の組合

員についても、団体交渉権、協約締結権はあり、問題はない。 

 

Ⅲ 勤務条件決定に係るその他の論点 

１ 協約締結権を付与する職員の範囲 

○ 現に団結権を付与している職員については協約締結権を付与することが基本となるべき。考察の部分で、国公法１０８条の２第３項の一部（注：職員の任免に関して直接の権

限を持つ監督的地位にある職員、職員の任免、分限、懲戒若しくは服務、職員の給与その他の勤務条件又は職員団体との関係についての当局の計画及び方針に関する機密事項に

接し、そのためにその職務上の義務と責任とが職員団体の構成員としての誠意と責任とに直接に抵触すると認められる監督的地位にある職員）を書き出して、使用者側に立つ職

員としてこれが適当であるということで意見が一致したという記述があるが、指定職等を中心に使用者側に立つ職員として除外することには反対しないが、この部分に書かれて

いる条文はどのような立場の人が該当するのか極めて抽象的である。現にそのような人の中でも団結権は有しているので新たに団結権を禁止する措置をとる必要はない。 
 
○ 「使用者側に立つ職員」の具体的な範囲の確定方法についてＡ案（法令で定める）、Ｂ案（労使交渉により協約で定める）があるが、結社の自由の原則を踏まえれば、組合員

の範囲については、組合自らが決定すべきであり、考察では、使用者側に立つ職員についてはＡ案で一致したとなっているが、この点についてはＢ案を主張したい。国立大学法

人や特定独法等はこのような組合員の範囲について労使間の協議のよる労働協約を結び実際に組合員になれない者については実際の職務と権限の内容を確認して協約を結んで

いる実態もあるのでＢ案が妥当である。 
 
○ 「職務の専門性･特殊性に照らして協約締結権を付与すべき職員の存在、他に協約締結権を付与する職員の範囲に係る基準や観点として考慮すべき点」については、Ａ案（職

務の専門性･特殊性に照らし、協約締結権を付与すべきでないとする職員は特にない）を強く支持したい。主要な論点では、権利義務の設定、企画立案に携わる職員、公権力の

行使に携わる職員、国会の意思形成に関わる職員というものを想定しながら検討しているがこれらの者については、協約において特別な事情は考慮できるし、協約締結権を付与

すべきでないとする場合の判断基準として記載されている「国民･住民に対する行政サービスの性格上、当該行政サービスが提供される施設において、協約締結に向けた交渉等

を行うことにより、当該行政サービスが適切に提供できないおそれがあると相当程度認められるもの」や「協約締結権を付与した場合における便益と費用を比較衡量した結果、

職務の特殊性より、他の職種に比較して公務が停滞した場合において国民･住民生活への影響が著しく大きいなどにより便益と費用が著しく均衡を失し、協約締結権を付与する

ことが適当ではないと判断されるもの」は、交渉によりこのような事態が生じることは想定できないのでＡ案を支持したい。 
 
○ 協約締結権が制約される「使用者側に立つ職員」の具体的な範囲は、協約で定められる性格のものではなく、法令で定めることが不可欠。 
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２ 交渉事項の範囲 

(2) 協約締結可能な事項の範囲についての検討） 

○ 基本認識として自律的労使関係を構築するためには交渉や協議事項の範囲を広く捉えるべきである。したがって協約締結に至らないまでも、労使間のコミュニケーションの円

滑化の観点からはこれまでのような硬直的な管理運営事項の捉え方は改めるべき。同時に団体交渉禁止事項の拡大には反対。 
 
○ 交渉・協約締結が可能ではあるが、交渉応諾義務がない事項については、具体的に想定される事項が明確ではなく、あえて設ける必要があるのか疑問。 

 
○ 交渉・協約締結ができない事項としては、（ア）使用者側（当局側）に決定権限がない事項、（イ）法令により行政機関に割り振られている事務、事業のうち、行政主体として

の各機関が自らの判断と責任において処理すべき事項、（ウ）個別具体的な人事権の行使に関する事項、（エ）公務員制度の本質に関する事項、のようなワーキンググループの整

理が適当である。 
 
○ 協約締結はできず、協議の応諾も禁止されるＤ区分について、使用者側が権限を有していない事項が該当するとしても、そのような事項については交渉や協議に応じなければ

いいので、特に区分を設ける必要はなくＣ区分（協約締結はできないが協議ができ、協議の応諾義務がない事項）で足りる。 
 
○ 選択肢の考察において記述されている（エ）について勤務条件に関連するものであっても協約締結ができる事項と協約締結ができない事項があるという考え方がありうること

については理解するが、その区分については慎重に検討すべき。特に、（エ）に該当する事項は勤務条件とは別のものとして理解すべきであるという意見の、これらは「客観的、

科学的に決めるべき事項」という考え方は幻想。結局、使用者側によって差別的に運用されるおそれがある。公務員制度の本質が何を示すかは明らかではないが、基準や具体的

適用は（ウ）の個別具体的な人事権の行使に該当しない限りは協約締結ができるようにすべきである。 
 
○ 憲法第73条において、内閣は、「法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理する」とされており、国家公務員法は、憲法第73条第4号の官吏に関する事務を掌理す

る基準を定めるもの（同法第1条第2項）であることにかんがみれば、国家公務員法に規定されるような事項は、国会の審議・議決を通じて専ら定められるべきであり、基本的

には、「公務員制度の本質に関する事項」に該当し、交渉・協約締結できない事項であるという整理もあり得るのではないか。 

 
○ 協約締結はできないが協議ができ、かつ協議の応諾義務があるＥ区分には、勤務条件に大きな影響を与える予算、組織、職員の定員等が該当すると考えている。地方公務員で

も現在でも民間委託、部局改編などの組織のあり方、自治体運営などについて労使で協議をしている事例がたくさんある。例えば、市町村合併について、合併を決めるのは議会

だが、合併は勤務条件の統一、勤務地の問題など職員にとって大きな課題を含むものであり、全て決まってから組合に提示するものではない。サービスの質を低下させないとい

う観点から現場の意見を事前に当局に伝えるということは労使双方にとって意義かあることであり、良好な労使関係に繋がっていると確信している。したがって、これらについ

て、使用者側が制度として協議に応じないということになるのであれば、現場は混乱する。協約は予定されていないが応諾義務がある協議事項を明確に位置づけるべき。 

 

○ そもそも、民間企業、独立行政法人、国立大学法人、現業（国有林野）でも法令上実施を義務付けられていない労使協議制について、公務においてのみ制度化する（実施を義

務付ける）ことは不適当である。 

勤務条件に影響を与える予算、組織、定員等の管理運営事項について職員団体との協議を義務付けることについては、例えば、予算、組織、定員は、政策の企画立案等と一体

であり、行政需要・行政課題に的確に対応するため、必要な予算の編成が行われ、組織、定員が設置されるものである。このような、現行法上交渉対象とすることができない、

行政主体としての各機関が自らの判断と責任において処理すべき事項に関し、職員団体との協議を義務付けることは、適当ではない。 
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(3) 勤務条件の取扱いについて 
○ 任用、分限、懲戒の基準についてはア案（勤務条件であり、応諾義務があるとする考え方）とすべき。イ案（勤務条件ではなく、協約締結ができない事項）の理由の（ⅰ）で

は、昇任等の人事の基準については、当局の責任において実施すべき、とあるが、当局が実施するのは具体的な人事であり、「の基準」については削除すべき。このことについ

ては三つ下の分限の基準についても同様である。これらの基準は例え管理運営事項とされるとしてもその処理によって影響を受ける勤務条件として交渉事項とされるべき事項で

ある。（ⅱ）の一つ目の任用、分限、懲戒については法定されることが不可欠な事項という考えに方については、たとえ法定するとしても国公法のレベルの基本原則までであり、

その運用基準については法定の必要はない。二つ目の成績主義に基づいて労使の合意によるのではなく、究極の使用者てある国会により定められるべきという考え方については、

任用、分限、懲戒の基準については、特労法で交渉事項とされているように、協約締結権を付与するのであれば、交渉協約事項となる。当局が関与すれば成績主義が確保される

というのは説得力がないと考えている。また、第三者機関の関与のもとで定められるべきとの考え方については、協約締結権が制約されている中での関与のあり方と協約締結権

が付与される場合のあり方を分けて考えるべき、新たな制度では事後のチェックで十分。 
 

○ 「任用・分限・懲戒の基準」を交渉・協約事項とするか否かについては、以下のような論点についても、考え方を整理した上で、選択肢を示していくことが適当。 

・ 公務員が全体の奉仕者であること（憲法第15 条第2項）を担保するためには、人事行政の公正が確保される必要がある。このための具体的立法政策として、現行国家公務

員法では、内閣の所轄の下に独立性の高い中立的第三者機関として人事院の制度が採用され、任用、分限及び懲戒の基準設定については基本的に人事院が担っていることや、

職員の意に反する不利益処分について人事院に対する審査請求制度が設けられていることなどをどう考えるか。 

（参考） 

高裁判決（昭和49年7月19日懲戒処分取消請求事件）は、現業公務員について、勤務関係の根幹をなす任用、分限、懲戒、服務等の国家公務員法及び人事院規則の

詳細な規定がほぼ全面的に適用されていることを理由として、その勤務関係を、「基本的には、公法的規律に服する公法上の関係」としている。 

 

○ 具体的な勤務条件を細分化したフレームワークへの当てはめだが、勤務条件となる事項の性質に応じて慎重な議論が必要。例えば、考察でＣⅣ（運用の詳細な手続き）につい

ては、個人への適用であればともかく、運用の手続は勤務条件に影響与える事項であり、使用者の専管事項とはいえない。現在も人事院とも協議している。 

 
○ 具体的な勤務条件（Ｃ区分）を細分化したフレームワークと「具体的な勤務条件（Ｃ区分）の法定事項･協約事項への当てはめの基準」との関係を整理した表についてだが、

Ⅱ（制度骨格に基づく水準・基準）・Ⅲ（運用の基本的手順）の欄について、１の基準の例に書かれているイ案(俸給表の種類、手当の種類)を採用するのであれば※下記の2(1)(2)
のような事項も法定しないと書かれているように、イ案の場合は2(1)(2)の例にある事項は③になるはずである。2(1)(2)の例にある事項について、①から③の区分けの案が、既に

②になっているかのような書き方は疑問。この区分けは②又は③と表示すべき。 
 

(4) 団体的労使関係の運営に関する事項について 
○ 民間や特定独法等と同様に交渉ルールや便宜供与については協約締結ができる事項とすべき。労使交渉の実効性を確保するため、組合側の権利や使用者側の誠実交渉義務、あ

っせん、仲裁等基本的な事項については法定が必要だが具体的な手続きは協約にすべき。 
 
○ 団体的労使関係の運営に関する事項のうち現行国家公務員法に定める程度の基本的な交渉ルールなどについては、交渉の基本的枠組みであって、国民の理解を得る観点からも、

法定事項であり協約事項ではないと整理することが適当。 
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(5) 協約締結できない事項と管理運営事項との関係 
○ 先ほど述べたように（エ）は具体的に何が該当するか不明だし、ここで持ち出している意味か分からない、協約締結ができない理念、原則については、勤務条件に関連する法

定事項の分類のＡ区分（憲法上の要請等による公務員制度の基本原則）の整理で足りる。なお、改めて強調したいが、勤務条件に影響がでる場合には当該事項は交渉対象事項で

ある。 
 
○（イ）（ウ）（エ）については管理運営事項に該当すると考えられる。 
 

(6) Ａ～Ｅの規定のあり方 
○ ①Ａ～Ｅの類型の規定のあり方については繰り返しであるが、Ｄ区分は必要ない。交渉応諾義務の有無の書き分けは、特労法のように協約締結事項と明確に書くべき。 
○ ②具体的対象事項の規定のあり方の選択肢の案についてはア案（対象事項の内容を法律上限定列挙する）とイ案（一定事項を例示することにより規定する）のどちらが交渉事

項の範囲が広いのか非常に分かりにくい。特に、ア案では限定列挙するとしながら、特労法をベースとしているのが分かりにくくしている。特労法８条と同様に交渉事項の内容

を法律に明確に規定するとすべき。なお、ア案のメリットとして交渉事項の範囲が明確になるとあるが、実際には事案の積み重ねになる。 
 

３ 交渉システムのあり方 

(1) 協約締結の交渉システム（交渉の流れ） 

 

○ 交渉システムのあり方について、交渉事項の分配は労使自治の基本原則である。法令による権限分配ではなく、交渉に基づいて分配することを基本にすべきである。中央人事

行政機関と各府省の人事に関する権限は法令で定められるものだとしても、各府省及び下部機関への委任については、交渉による合意に基づいておこなうべきである。 

 

○ 何をどの段階で交渉するかは労使の交渉で決めればよいというご意見だったが、私は違う認識である。権限のある当局が交渉することになるが、権限について使用者側のどこ

の段階がどのような権限を持つのかは使用者側の権限分配として決定すべき事項であり、それ自身を労使が交渉して決めるものではない。その権限が決まれば権限の範囲内で交

渉すべき使用者が決まる。 

 

○ 「責任ある使用者機関」について意見があり、その必要性についてはワーキンググループでも議論していたが、「使用者機関をどう作られるのか、どうあるべきか」について

はワーキンググループでは検討しないということにしている。 

 

補論：地方公務員に係る交渉システムのあり方について 

ア 他の任命権者の交渉権限の首長への制度的な一元化の可否について 

 

○ 地方公務員に係る交渉システムのあり方についての選択肢に関する考察では、「制度上一元化するⅠ案は適当でないが、実際の運用は様々なやり方があり得る。Ⅱ案が適当」

とあるが、同一の自治体内の職員について統一的な勤務条件を確保する観点から、現状では多くの自治体で統一交渉がなされている。今後、非現業職員にも協約締結権が付与さ

れるとなると、この方向が強まることは間違いないだろう。労使当事者が共同で交渉する意義を改めて強調しておきたい。統一交渉の活用により、交渉回数や交渉コストの増加

の回避につながると考える。 

 

○ 自治体の執行機関は、それぞれの行政分野の執行に責任を持っており、その裏付けとなる人事・組織の管理を担っていることは言うまでもない。従って、それぞれの執行機関
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が労使交渉の 終的な責任を負うというのが制度上も極めて自然な姿だと考える。その上で、執行機関の間の連携は地方自治制度上も想定されているし、自治体内で統一性が必

要な事項については運用の世界で工夫がなされるものではないかと思う。 

 

イ 地方公共団体を超えた一元化の可否について 

 

○ 地方公共団体を超えた一元化の可否についての論点だが、自治体は大都市でもそれ以外でも一定水準以上のサービスを提供しなければならない。地方公務員全体に係る賃金や

勤務条件についての基準について全国レベルで交渉や協議をおこなうことは一定の意義を持つものである。基本は各自治体の労使であることを共通認識とした上で、自治体を超

えた交渉のあり方を設計することが、協約締結権付与に伴うコストを抑制する観点や、各自治体の給与等があまりにもバラバラになることを防止する観点からも必要であると考

える。全ての事項を中央交渉で決定するイメージがあることから、「地方分権に反する」という意見につながることもあるかもしれないが、今後具体的な検討を行う場合には、

どのような団体が当局側の交渉主体を形成し交渉に参加するかについては、首長や各自治体の判断により決定される仕組みとすべき。これこそが地方分権、地方主権に適う。Ｃ

案のように中央交渉・協議は行わず、各地方公共団体の労使間で交渉するということであれば、そこで締結した協約や議会の決定が自律性を確保する上でも高いレベルで保障さ

れなければならず、総務省の指導や監督が排除される仕組みにならなければならない。 

 

○ 選択肢に関する考察について、「国家公務員への給与の準拠を引き続き制度的に残すのであれば、Ｂ案のようにモデル的な勤務条件の水準等を示す必要はないとも考えられる

との意見があった」とあるが、地方自治の観点より、国公準拠以外のモデルがあり得ないというわけではなく、各ブロック、各都道府県内の自治体の共通モデルが考えられるた

め、国公準拠のモデルさえあればよいというものではない。 

 

○ 自治体を超えた交渉等の一元化についても、以前、意見を提出したとおり、地方自治の観点や、勤務条件が大きく異なる地域を含む場合の広域での意見集約の難しさ、交渉レ

ベルの複層・複雑化といったことから、制度化は難しく、実態としても想像しがたいと考えている。なお、地方公務員の給与等の勤務条件について制度の統一性が何らか必要で

あるという立場に立てば、国家公務員の勤務条件が全国の地方自治体にとっての指標の一つとなることは論理的に自然であろうと考える。 

 

○ なお、ワーキンググループの議論では、使用者側の交渉当事者の在り方が主に議論されているようだが、交渉は相手が決まらないとできないものなので、職員側の交渉当事者

の在り方についても議論がなされるべきではないかと考える。 

 

(2) 交渉当事者たる職員団体のあり方 

 

○ 選択肢に関する考察に記載されていることと同意見である。 

 

(3) 職員団体制度のあり方 

 

○ 選択肢に関する考察として、「現段階で選択肢を狭めないこととした」とされている。職員団体制度は、ＩＬＯから登録制度や構成員の範囲、専従制限などの問題が「条約に

照らして疑義がある」と繰り返し指摘されている。結社の自由の原則と相容れない仕組みであるので、この際、国際労働基準に基づき、労組法上の労働組合と同じ組織とすべき。

交渉と協約によって勤務条件を決める仕組みにおいて職員団体制度を維持する必然性はない。この点においては譲ることはできない。 

 

○ 職員団体制度について、交渉の一定の合理性、効率性から考え、職員団体は職員中心に構成されているべきである。国民の租税により賄われる国家公務員の給与等の勤務条件
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の決定プロセスに参画し、法令の改正や予算の修正が必要な内容についても交渉できるとする以上、国家公務員が少数しか存在しない団体でも交渉できることは疑問である。交

渉コストや使用者の負担も増大することもあり、Ａ案（交渉団体は職員中心に構成されているものであるべきである）が適当である。 

 

○ 自治体の職員はその自治体の住民サービスのために任用されるもので、その勤務条件についても住民の代表である議会の関与が何らか必要であることからしても、労使関係の

当事者がその自治体の関係者であることが住民感情からも自然である。また、行政の執行にあたっては労使の円滑な意思疎通が必要不可欠であることからも、労使関係の当事者

はその自治体の関係者であることが基本であるべきである。現行の登録職員団体制度は、職員団体の構成員がその自治体の職員であることを基本としており、地域と職員（団体）

との信頼関係を明らかにしているという効果があるものと見ることができるのではないかと考える。このことからも、私としては、新たな自律的労使関係を考える場合であって

も、交渉当事者である職員団体はその自治体の職員を中心に構成されていることが基本であると考える。 

 

４ 使用者機関のあり方 

○ 中央人事行政機関に割り当てられるべき事務、それぞれ各府省、地方支分部局の事務が記載されているが、公務員の勤務条件の決定、人事管理全般について決定できる体制と

責任を明確化した機関を設定するのは当然である。現在、総務省、財務省、人事院に分かれている人事行政機能について一元化することを前提に制度設計をする必要がある。こ

のような使用者機関が整備されれば、人事院が担っている労働基本権制約の代償機能は廃止されるべきである。その意味で新たに制度設計される使用者機関には、専任の大臣を

おくべきことと、特に賃金交渉の合意事項を担保するためにも、人件費の権限、あるいは、財政当局も同席するなど使用者機関の機能の検討と併せて措置すべき。 

 

５ 第三者機関のあり方 

○ 第三者機関のあり方について、幾つかの機能が分類されているが、特に参考指標の調査については第三者機関が事前に調査を行って、交渉のスタートラインとして一定の信頼

性のある参考指標を出すことは、労使の交渉をスムーズに進めるため、及び国民の納得を得るために有益だと考える。ただし、これが労使の交渉を制約する性格のものではない

と理解をしており、意見表明を行うかどうかについては慎重な検討が必要である。 

 

○ 機能に係る検討の部分でのワーキンググループにおける意見に「人事院勧告制度から転換し、労使が責任を持って交渉して勤務条件を決定していく仕組みにすべきであること、

また、当該機能が実質的に交渉を拘束するおそれがあることから必要ない」とあり、これと全く同じ意見である。労使交渉に前置する形で第三者機関が詳細な調査を実施し、そ

れを公表するだけでも労使交渉を左右し、労使自らが責任を持って勤務条件を決定することを大きく妨げることになる。結果的に自律的労使関係の構築につながらない。まして、

意見表明を行うことは論外であり容認はできない。「自律的労使関係制度を設計する」という基本に反する。 

 

○ 「⑥の非組合員等に協約内容の勤務条件を適用する際の手続」について、第三者機関の意見を聴取することは不適当と記されており、私も同じ考えである。 

 

○ 第三者機関が交渉に先立って、①参考指標の調査、②勧告、意見表明の機能を果たすことは適当でない。⑤協約締結権が付与されない職員の代償措置、⑥非組合員等に協約内

容の勤務条件を適用する際の手続については、労使交渉において決定された勤務条件を踏まえて、使用者の責任において決定すれば十分であり、第三者機関がこれらの機能を担

う必要はないと考える。勤務条件決定に係る労使関係を調整するための第三者機関としては、③不当労働行為救済、④調整システムの整備をすれば十分である。 

 

○ 全体を通して強く感じるのは、「民間労働者にはできていながら、公務員労働者になるとできなくなってしまう」という不信のようなものを前提として議論しているのではな

いかと思いたくなるほど、第三者機関の必要性が強調されているが非常に気になる。公務員にあっても責任と権限のある使用者機関を確立することは可能であり、それをすれば

この種の第三者機関が必要であるという議論にはつながらないのではないか。 
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○ 「公務員労働者に信頼がないのではないか」との発言があったが、信頼していないのではなく、制度の仕組みとして問題意識を持っている。公務ではいくら使用者機関を確立

しても、その上には内閣総理大臣がいて国会が 終的に決める。国会は主権者により選出され 終的に決める 高の主体だが、憲法学でも悩ましく思っているのは、多数派とい

っても党派であるということである。党派の問題を考えて制度設計をしなければいけないという問題意識を憲法学は持っているのであり、そこから、議会万能の国であるフラン

スやアメリカでも憲法をつくり、裁判所で国会の統制をする仕組みも作られているのである。アメリカでも政治的な中立性が必要なところでは、独立行政委員会という独立した

機関を持たせている。日本の現政権も放送行政や教育行政ではそのようなものが必要だというご意見も持っているようである。公務の場合にもこれまでの仕組みの中では政治的

中立を考えており、任用が中心ではあるが交渉過程についても配慮が必要である。過度に政治性を意識しないで交渉するためには、第三者機関が専門的な観点から基準を示して

交渉の非政治化を図ることが極めて重要である。 

 

○ 第三者機関の役割について、国民・住民に対する説明責任の側面で、調査は国民としては是非やっていただきたいと思う。各機関や地方自治体もそのような要望があろうかと

思う。協約の内容を確認する際の判断指標として客観的な調査があった方がのぞましい。単独に調査を実施したとしても、その根拠は何か、客観的かという点で我々が判断しな

ければならず、客観的な調査を実施していただいたほうが国民・住民は納得しやすいのではないか。 

 

○ 機関の統合のあり方についても、費用などにも関わってくるだろうが、いろいろな組織で担当するより、組織としてはシンプルなほうがのぞましいし、調査の担当機関は公的

な機関がよい。詳細なアンケートをとる際には民間企業が信頼感を持って情報を出しているので、そのような形がよい。 

 

○第三者機関の機能を担当する機関については、 

① 機能の集約を図り、簡素で効率的な組織とすることが必要、 

② 公務員制度に関する専門的な知識を有する組織であることが必要、 

③ 一企業、一法人とその労働組合との交渉不調の場合の調整を行う訳ではなく、国の行政機関の職員の勤務条件に関する交渉不調の場合の調整を行うことから、独立性の高

い組織とすることが必要、 

などの観点から、公務員制度に関する専門的な知識を有する独立性の高い公務専門機関とすることが適当。 

 

○ 以前にも意見を提出したところだが、地方自治体において、給与などの勤務条件を労使間で交渉する際には、一定の拠り所となる客観的な参考指標が第三者機関から示される

ことが必要であろうと考える。その理由は、繰り返しになるが、(1)議会での審議や住民への説明において、給与などの水準や制度についての正当性の裏付けが必要であること、

(2)労使それぞれが自ら調査を実施することには、時間的・作業量的なコストが大きすぎること、が挙げられる。労使間の交渉によって勤務条件を決定するという前提で議論を

する場合であっても、第三者機関が参考指標の調査をすること自体が不要であるとか、あるいは、第三者機関による参考指標の提示は生の調査データの提供のみでよい、という

ことにしてしまうと、自治体における交渉の現場において、混乱が生じる可能性が高いのではないかと危惧するところである。なお、「参考となる指標」である以上、公務員と

いう職業と比較する上で、適切な民間労働者（職種、雇用形態など）をきちんと拾い上げているかどうかが重要である。この点は公務における優秀な人材確保の観点からも大事

なことではないかと考える。 

 

６ 労使関係の透明性の向上 

○ 私自身の経験を言えば、現場にいたときは、交渉をすれば、組合の執行部としては組合員に当然報告しなければならない、その時に、こちらの願望だけを書いても意味がない。

交渉の結果意見が一致したところ、しなかったところ、それは当局側に確認してではないと報告できない。交渉とか労使関係とはそのようなものであり、あらかじめ、公表の義

務があるとかないとかではなくて、協約は法律で定めなければならないものもあるのだから、公開するしないかは労使の合意でやればよいのであり一つ一つをピックアップして

これは義務、これは義務ではないという性格のものではない。 
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○ 中央・各府省・地方支分部局を通じ、協約、申入書・回答書、交渉の概要録の公表を義務付けることが適当。 
 

７ 協約締結権を付与されない職員の勤務条件の決定方法 

○ 協約締結権を付与されない職員の勤務条件の決定方法だが、権利を行使しないことは自由であるが、権利を行使しないことによる責任はその当事者が引き受けるべきものであ

って、それにおんぶにだっこ、ほおずりするのは、民主主義を危ういものにすることに繋がる。 
 
○ 三権を付与されていない職員の勤務条件の決定については当該職員の代表者の意見を聴きながら当局が規定すればいい。その際、現在団結権が付与されていない消防職員等に

ついては、ＩＬＯ８７号条約、９８号条約に沿って直ちに基本権を付与すれば足りうることである。 

 

○ 法令案、規程のチェックは協約の内容を踏まえるほか、当該職員の意見表明の機会を設ければ十分であり、第三者機関の意見を聴くことや意見表明という手続きは必要ない。

Ｃ案自体いらない。 
 
○ 代償措置にかかわる部分だが、これも当該職員の意見表明の機会を保障して締結された労働協約に準じて規程で定めることとすればこれらの手続きをもって代償機能は果たさ

れるので、第三者機関の関与等は必要ない。特別職の自衛隊職員、警察職員についても同様である。 
 

○ 協約締結権を付与されない職員の勤務条件の決定方法については、  

① 協約締結権を付与される職員と付与されない職員の勤務条件の乖離の回避、 

② 法定された勤務条件の享有、人事院の国会及び内閣に対する勧告等は、 高裁判例において労働基本権制約の代償措置とされており、これに見合う代償措置を確保、 

などの要請を踏まえれば、協約締結権を付与された職員と締結した協約の内容を踏まえ、第三者機関の意見を聴き、法令により定めることが適当。 

 

Ⅳ 勤務条件決定に係る論点以外の論点 

１ 労使協議制 

○ 公務員として、公共サービスをよりよい形で国民・住民に提供していくために、現場の職員はどのようにすればいかに効率的に公共サービスを提供できるかを考えて行政にあ

たっている。そのような中で、それぞれの職場において労働組合がいろいろな業種や職能別の会議などを実施して、現行の運営上の問題点等を議論している。そのような考えを

当局に提出できる場としては、現行法で認められている範囲内で要求書を提出するという程度になっている。当局側はそれが管理運営事項に関することであれば、聞き置く形に

なっている。自分たちが考えて提案した中身が実際の行政のなかでどのように反映されていくのかは、結果としては全く見えない。「経営参加的労使協議制」として挙げていた

だいているが、使用者側と組合員との恒常的なコミュニケーションを図ることが自律的労使関係の構築には極めて必要であり、制度化をしないと現実的には動いていかない。 

職員代表制の制度設計について、職員の利害の多様化や勤務条件決定の個別化などに対応するかたちで検討することは極めて有力な選択肢である。公務における集団的な労使

関係を考える上でも職員代表性は一考に価するものである。 

 

○ ワーキンググループの整理では、労使協議制を仮につくるとしても「管理運営事項に関するもの」とされている。管理運営事項は交渉の対象外であり、「合意までを義務付け

ることは適当でないことで意見が一致した」と記載されているが、法令上では協議と書くと合意を含むことになり、管理運営事項について、あたかも合意を前提とする協議制は

ミスリーディングであり、そもそも合意を前提としないのであれば、運用上労使で話し合うことは否定しないが、制度として作る必要はないのではないか。 
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○ 文書にすると「これは管理運営事項、これは管理運営事項ではない」となるが、実際に存在するものの多くは「こちらから見ると管理運営事項、こちらか見ると勤務条件に係

る事項」というものが非常に多く存在する。「これは管理運営事項だから交渉の対象にしない、これは交渉事項だから交渉しよう」などの入り口議論でエネルギーをロスするこ

とがある。大事なことはコミュニケーションを図りつつ、率直な意見交換をしていく制度をつくることが公務能率の向上や、公務員労働者の仕事に対するモチベーション向上に

大いに役に立つ。このことは民間企業においても、同様の考え方から試行錯誤をしながら、そのようなものをつくってきているので、その点を考慮して制度化について検討をす

る必要がある。 

 

○ 協議についてはいろいろなニュアンスがあるのでその定義について考える必要がある。 

 

２ 苦情処理システム 

○ 苦情処理機関については労使双方でしっかりと苦情処理に対応できる機関を設けるべきと主張させていただいている。選択肢に関する考察において、現在も第三者機関による

苦情処理の制度がおかれているとある。第三者機関による苦情処理を残して、それを前提に新たに当事者による任意の苦情処理が望ましいとしているように読み取れるが、現在、

協約締結権が付与されていなくて、使用者の権限も制約されている現状の苦情処理の仕組みを前提として検討するとなると、使用者が当事者責任を回避する心配もあり、Ａ案の

ように苦情処理共同調整会議に準じた仕組みを設けるべき。労使双方が自律的に締結した協約における苦情処理となるわけなので、一方の当事者により処理されるのは不適当で

あり、労使の代表で構成された体制である必要がある。 
 
○ Ｃ案（職員の代表を選出し、当該職員の代表が当局代表とともに苦情処理を行う）の職員代表制については、十分機能しうると考える。 
 

○ 苦情処理の仕組みについては、ⅰ）第三者機関が中立的、専門的な立場から苦情処理に当たることにより、公正な判断がなされること、ⅱ）特定独立行政法人等における苦情

処理共同調整会議は開催実績が少ない現状にあること、などを踏まえれば、第三者機関による苦情処理を実施するとともに、当局が苦情処理に当たるとする選択肢が適当。 

（参考）過去5年間の苦情処理共同調整会議の開催実績（労使委第12回会合配付資料より） 

国立印刷局は開催実績なし。国有林野は地方1回、地方支部2回。 

 

その他 

○ 制度設計の全体像が固まったら、改めて自治体の意見もお聞き頂きたい。 

 

<参考：ワーキンググループにおけるヒアリングでの意見> 

 

○ 労使交渉のあり方等について、労使交渉を行う者としては、国民の視点を認識することが必要である。企画立案、現業など分野ごとの業務に応じて、勤務条件の決定をするべ

きである。交渉現場で支障をきたさないよう、各省庁で決めるべき分野とそうでない分野とをはっきりとさせてほしい。 
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協約締結権を付与する職員の範囲の拡大に伴う便益及び費用について（ワーキンググループ報告） 

 

協約締結権を付与する職員の範囲を拡大に伴う便益及び費用について 

○ この報告の一番重要な点は、例えば、コストはかかるという時に多様な要素があるが、この要素が重要であるということを明らかにすることと、その要素の影響をどう見れば

よいかということを整理したということである。 

 
○ 基本法１２条の趣旨から考えたときに便益費用の検討は国民の理解を得るためにそういうことを含めて検討するようにということであり、座長のとりまとめでよいと考える。

特に、ややもすると数字を出すと一人あるきして、制度設計で第一に重要なこととして、費用が少ないものが一番良い、多少現在よりコストがかかるものは許されない、という

議論になりかねない。定量化することは困難であり、無理に数値を出した選択肢を出すことはやらないということは妥当な判断。この委員会では制度設計に不必要な予断を与え

ないためにも具体的なその選択肢を明示すべきではない。 

 

○ ここでの検討は、国家公務員についてであるが、地方公務員においても今後検討される場合には大きな影響があることから意見を申し上げたい。便益、費用ということは概念

的に大変に難しい。運用とか交渉の現場次第では大きな違いが生じてくるのではないか。特に地方の場合は、格段団体ごとに労使関係や交渉実態は大きく異なっており、予測は

地方においては国以上に困難であり慎重な対応が必要。例えば、「４ 新たな制度と現行制度との比較（２）費用について」で、参考指標の有無･詳しさ・精度の高低、意見表明

の有無が与える影響は不明と整理しているが、地方においては第三者的な機関による参考指標がないと団体によっては両当事者が提示する案の折り合いがつかなくて交渉が長引

くのではないか。現実としても今回の給与の交渉において論議をされて 終的に労使で妥結したところもあれば、即決したところもある。 

 

○ 交渉や協約の結果を踏まえた条例・予算案が市民を代表する議会で否決されるケースが多くならないか。何らかの指標が示されることによって市民に対する説明責任が果たせ

るのではないか。そういった面でも労使関係の不安定さというコストが増大するのではないか。 

 

○ さらにこれらの参考指標をそれぞれの自治体で定めるということになった場合には、協約締結権の付与にともなって、新たに労務担当組織の設置、担当職員の増員という新た

なコストが出てくるのではないか。 

 

○ 制度設計に当たっては費用便益の観点だけではなく、各団体の労使関係により交渉が大きく異なり、そういった中で円滑に運用できるような制度をとっていただきたい。それ

によって勤務条件の適正さが確保できるという観点から、より慎重に取扱っていただきたい。 

 

 


